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お知らせ 10 月

　

日
本
で
は
、
１
９
９
８
年
以
降
、
毎
年
３
万
人

を
超
え
る
方
が
自
殺
で
亡
く
な
ら
れ
、
そ
の
数
は
、

交
通
事
故
に
よ
る
死
亡
者
数
の
５
倍
以
上
と
、
深

刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
山
口
県
で
は
、
毎

年
３
０
０
人
か
ら
４
０
０
人
、
周
防
大
島
町
で
も

毎
年
数
名
の
方
が
自
殺
に
よ
り
亡
く
な
ら
れ
て
い

る
現
状
で
す
。男
女
別
の
割
合
で
は
、男
性
約
７
割
、

女
性
約
３
割
と
男
性
に
多
く
、
30
代
～
60
代
の
働

き
盛
り
の
世
代
に
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
自
殺
の

原
因
は
、
健
康
問
題
、
経
済
・
生
活
問
題
、
家
庭
、

職
場
、
学
校
問
題
な
ど
様
々
で
す
が
、
背
後
に
は
、

「
う
つ
病
」
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
が
多
い
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。　

　

う
つ
病
は
、
心
が
疲
れ
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
低
下

し
て
い
る
状
態
で
す
。
ス
ト
レ
ス
の
多
い
現
代
社

会
で
は
、
心
の
不
調
は
誰
に
起
こ
っ
て
も
お
か
し

く
な
い
問
題
で
、
日
本
で
は
15
人
に
１
人
が
、
生

涯
に
一
度
は
う
つ
病
を
経
験
す
る
と
言
わ
れ
る
ほ

ど
、
身
近
な
病
気
で
す
。
心
の
健
康
を
保
つ
た
め

に
、
趣
味
や
運
動
を
楽
し
み
、
不
眠
・
ス
ト
レ
ス

を
解
消
す
る
、
自
分
で
気
持
ち
や
考
え
方
を
切
り

替
え
て
み
る
、
周
り
に
話
を
聞
い
て
も
ら
う
な
ど
、

日
ご
ろ
か
ら
生
活
の
中
で
工
夫
し
て
い
け
る
よ
う

に
心
が
け
た
い
も
の
で
す
。

　

ま
た
、自
分
の
身
近
な
人
の
様
子
に
も
気
を
配
っ

て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
気
分
が
沈
み
、
意
欲

が
わ
か
な
い
、
こ
れ
ま
で
で
き
て
い
た
仕
事
や
家

事
が
で
き
な
く
な
る
、
思
考
が
働
か
な
く
な
る
、

決
断
が
で
き
な
く
な
る
と
い
っ
た
状
況
に
な
っ
た

り
、
不
眠
や
食
欲
不
振
、
疲
れ
や
す
い
と
い
っ
た

様
々
な
体
の
症
状
が
現
れ
た
時
は
注
意
が
必
要
で

す
。
心
の
不
調
に
早
く
気
付
き
、
適
切
な
治
療
や

対
応
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
大
切
な
命
を
守
る

こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、

①
気
づ
き
…
家
族
や
仲
間
の
ち
ょ
っ
と
し
た
変
化

に
気
づ
い
た
ら
声
を
か
け
る
。

②
傾
聴
…
否
定
や
説
得
、
励
ま
し
は
逆
効
果
。
本

人
の
気
持
ち
を
尊
重
し
、
話
を
じ
っ
く
り
と
聴
く
。

③
つ
な
ぎ
…
早
め
に
専
門
家
等
に
相
談
す
る
。

④
見
守
り
…
回
復
し
た
よ
う
に
見
え
て
も
、
悩
み

は
繰
り
返
し
思
い
起
こ
さ
れ
る
た
め
、
長
い
時
間

を
か
け
て
、
寄
り
添
い
見
守
る
。

　

健
康
増
進
課
健
康
づ
く
り
班
で
は
、
こ
こ
ろ
の

相
談
や
、
専
門
機
関
の
ご
紹
介
な
ど
を
行
っ
て
い

ま
す
。
一
人
で
抱
え
込
ま
ず
に
、
ま
ず
は
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

竜崎温泉温水プール指導日
（10 月 21 日～ 11 月 20 日）

実施日

10 月
23 日㈫、24日㈬、25日㈭、26日㈮、30日㈫、
31日㈬

11月
１日㈭、２日㈮、６日㈫、７日㈬、８日㈭、
９日㈮、13日㈫、14日㈬、15日㈭、16日㈮、
20日㈫

※ 65歳以上の方の介護予防や健康づくりを目的とした水
中運動の指導を行っています。
　指導時間は午前 10時～午後３時 30分です。
　実施日等は事情により変更することがあります。

◆問い合わせ　
介護保険課　介護予防班
☎０８２０（７７）５５３０

　平成 26 年１月から個人で事業（農業を含む）
や不動産貸付等を行う全ての方は、記帳と帳
簿等の保存が必要となります。

　税務署では、記帳・帳簿等の保存制度の概要
や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」を実
施致します。
※説明会への出席を希望さ
れる方は、柳井税務署　記
帳指導担当（久保）までお
問い合わせください。
◆問い合わせ　柳井税務署
☎０８２０（２２）９３９２

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
（http:// ｗｗｗ . ｎｔａ . ｇｏ . ｊｐ）

記帳・帳簿等の保存制度の
対象者が拡大されます

Ｓ
Ｏ
Ｓ
の
サ
イ
ン
を
見
逃
さ
な
い
で


